
大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

参

議

院

環

境

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
建
築
物
等
の
解
体
等
の
受
注
者
に
よ
る
事
前
調
査
の
適
正
な
実
施
の
た
め
、
解
体
等
工
事
の
発
注
者
に
お
い
て
、
調
査
の

費
用
を
適
正
に
負
担
す
る
こ
と
等
必
要
な
措
置
が
確
実
に
執
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
事
前
調
査
の
結
果
に
つ
い

て
信
頼
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
調
査
機
関
の
登
録
制
度
の
創
設
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

二
、
平
成
二
十
二
年
四
月
に
企
業
会
計
に
お
い
て
資
産
除
去
債
務
会
計
基
準
の
適
用
が
開
始
さ
れ
、
資
産
除
去
債
務
の
計
上
の

た
め
ア
ス
ベ
ス
ト
使
用
の
有
無
に
関
す
る
調
査
が
各
企
業
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
解
体
等
工
事
の
実
施
に
か
か

わ
ら
ず
調
査
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ら
調
査
結
果
が
本
法
に
よ
る
事
前
調
査
に
活
用
さ

れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

三
、
建
築
物
等
の
解
体
時
の
ア
ス
ベ
ス
ト
飛
散
防
止
対
策
に
資
す
る
た
め
、
民
間
建
築
物
に
お
け
る
ア
ス
ベ
ス
ト
使
用
実
態
調

査
や
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
に
係
る
台
帳
整
備
が
的
確
か
つ
早
期
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
予
算
措
置
等

の
支
援
策
を
強
化
す
る
こ
と
。

四
、
ア
ス
ベ
ス
ト
飛
散
対
策
に
関
す
る
企
業
の
意
識
の
高
ま
り
や
、
ア
ス
ベ
ス
ト
飛
散
に
対
す
る
住
民
の
意
識
や
関
心
が
向
上

し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
増
進
に
向
け
先
進
的
か
つ
モ
デ
ル
的
な
取
組
を
進
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


